
［５ .５ .１］

　新型コロナウイルス感染症は、５月８日㈪

から法律上の位置づけが季節性インフルエン

ザと同様の「５類感染症」へと移行します。

お問い合わせは健康づくり課 483-4646へ。

発熱などの症状があるときの

受診方法が変わります

■受診などに関する変更点

　５月７日㈰までは、「発熱外来」の指定を受け

た医療機関を受診することが出来ます。５月８

日㈪以降は、対応可能な医療機関の増加に向

けた移行期間を経て、より幅広い医療機関で診

療体制が整えられていく予定です。ただし、診

療科目などによって対応状況は異なります。

　また、自己検査で、陽性となった人などを

　お問い合わせは、午前８

時30分～午後５時15分に市

コールセンター 0570-001-

098へ。土曜・日曜・祝日も

実施。通話有料。

12歳以上の人への令和５年春開始接種

接種の対象者

　前回の接種から３か月以上経過した、①65

歳以上の人、②基礎疾患を有する人、その他

重症化リスクが高いと医師が認める人（12～

64歳）、③医療従事者などまたは高齢者施設・

障害者施設などの従事者

使用するワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

実施期間　５月８日㈪から８月末まで

接種券の送付について

　①65歳以上の人、②基礎疾患があるなどの

理由で４年５月下旬～９月下旬にかけて４回

目接種用接種券の発行申請をした人、③市内

の医療機関などの従事者（ただし市からの照

会に回答があった人）に対して、４月末から

５月上旬にかけて発送。接種の対象者のうち、

①接種券の送付対象には該当しない人、②前

対象とした県の「陽性者登録センター」は、５

月７日㈰をもって廃止となります。

■発熱などの症状があるとき

　発熱などの症状があるときや、検査キット

による自己検査で結果が陽性の場合は、日頃

通院している医療機関や近隣の医療機関に事

前に電話で相談してください。医療機関を受

診する際は、高齢の人や基礎疾患をお持ちの

人を守るためにもマスクの着用を。

　医療機関をお探しの人は、県ホームページ

で「外来対応医療機関」を確認するか、電話

で健康づくり課へ（平日午前８時30分～午後

５時）。

　なお、検査や治療にかかる費用は原則自己

負担になります（９月末までは、新型コロナ

治療薬など一部公費助成が継続予定）。

回接種後に本市に転入した人、③これまでに

届いた接種券を未使用のまま紛失した人、④

接種券が届かない人は、市ホームページ掲載

の申請書を〒276-0042ゆりのき台2-10健康づ

くり課へ提出してください。

接種場所

■集団接種　▶会場　市保健センター（ゆり

のき台2-10）　▶実施日　土曜・日曜日（５

月13日㈯より開始）　▶使用するワクチン　

モデルナ社製　▶時間　午前９時30分～午後

０時30分、午後２時～５時。（最終予約枠：午

後４時30分～５時）※土曜日は午後のみ実施

■個別接種　個別接種を実施する医療機関は

市ホームページ上の「令和５年春開始コロナ

ワクチン個別接種可能な医療機関一覧」で掲

載しています。

予約方法（完全予約制）

⒈市の予約システムを利用して予約　市コー

ルセンター 0570-001-098へ電話または、Ｗ

ＥＢ申し込みフォームで予約。予約開始日は

５月10日㈬午前８時30分です。

⒉個別医療機関で直接予約　新型コロナワク

チン実施医療機関の一覧を市ホームページで

掲載しています。予約方法が直接予約の医療

機関のみの実施になるので、確認の上、予約

新型コロナウイルス感染症

５月８日㈪から何が変わるの？

新型コロナワクチン 接種費用無料

感染者や濃厚接触者の

行動制限はなくなります

　５月８日㈪以降、感染者及び濃厚接触者は

法律に基づく外出自粛は求められません。

　ただし、発症後５日間は感染性のウイルス

の排出量が多いため、外出を控えることが国

より推奨されています。感染が判明した場合

の出勤・出席は、所属する職場・学校にご確

認ください。

日常における感染対策・備えについて

　個人や事業者の判断に委ねることが基本と

なります。新型コロナウイルスの特性を踏ま

え、感染状況などに応じた、次の基本的感染対

策が引き続き効果的であるといわれていま

す。①場面に応じたマスクの着用（医療機関・

薬局・高齢者施設などに行くとき、混雑した電

車やバスへの乗車時など）、②適切な換気、③

手洗いなどの手指衛生、④「三つの密」の回避

　また、国が承認した検査キットや解熱鎮痛

薬を用意し、体調不良時に備えましょう。

してください。

⒊郵送で予約する　接種券同封のおまかせ郵

送予約申込書を郵送で提出してください。集

団接種会場で、接種日時を市が指定し予約し

ます。（指定日時の変更不可）

　▶当日の持ち物　①接種券一体型予診票、

②接種済証、③本人確認書類（被保険者証、

運転免許証など）

５～11歳の人への令和５年春開始接種

　５～11歳の人で基礎疾患などがある場合、

５月８日㈪から８月末までの期間でさらに１

回オミクロン株対応２価ワクチンが追加接種

可能です。接種を希望される人は、市ホーム

ページ掲載の申請書を〒276-0042ゆりのき台

2-10健康づくり課へ提出してください。

※上記以外の人でも、オミクロン株対応２価

ワクチン未接種の人はオミクロン株対応２価

ワクチンでの追加接種が８月末まで可能です。

令和５年秋開始接種

　令和５年春開始接種の対象ではない人に対

する追加接種は、５月７日㈰で一度終了しま

す。５年９月以降に初回接種（１・２回目接

種）を終了した５歳以上のすべての人を対象

に、コロナワクチン接種を再度実施する予定

です。詳細が分かり次第、広報やちよや市の

ホームページでお知らせします。

▲市ホームページ

4［５ .５ .１］

　新型コロナウイルス感染症は、５月８日㈪

から法律上の位置づけが季節性インフルエン

ザと同様の「５類感染症」へと移行します。

お問い合わせは健康づくり課 483-4646へ。

発熱などの症状があるときの

受診方法が変わります

■受診などに関する変更点

　５月７日㈰までは、「発熱外来」の指定を受け

た医療機関を受診することが出来ます。５月８

日㈪以降は、対応可能な医療機関の増加に向

けた移行期間を経て、より幅広い医療機関で診

療体制が整えられていく予定です。ただし、診

療科目などによって対応状況は異なります。

　また、自己検査で、陽性となった人などを

　お問い合わせは、午前８

時30分～午後５時15分に市

コールセンター 0570-001-

098へ。土曜・日曜・祝日も

実施。通話有料。

12歳以上の人への令和５年春開始接種

接種の対象者

　前回の接種から３か月以上経過した、①65

歳以上の人、②基礎疾患を有する人、その他

重症化リスクが高いと医師が認める人（12～

64歳）、③医療従事者などまたは高齢者施設・

障害者施設などの従事者

使用するワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

実施期間　５月８日㈪から８月末まで

接種券の送付について

　①65歳以上の人、②基礎疾患があるなどの

理由で４年５月下旬～９月下旬にかけて４回

目接種用接種券の発行申請をした人、③市内

の医療機関などの従事者（ただし市からの照

会に回答があった人）に対して、４月末から

５月上旬にかけて発送。接種の対象者のうち、

①接種券の送付対象には該当しない人、②前

対象とした県の「陽性者登録センター」は、５

月７日㈰をもって廃止となります。

■発熱などの症状があるとき

　発熱などの症状があるときや、検査キット

による自己検査で結果が陽性の場合は、日頃

通院している医療機関や近隣の医療機関に事

前に電話で相談してください。医療機関を受

診する際は、高齢の人や基礎疾患をお持ちの

人を守るためにもマスクの着用を。

　医療機関をお探しの人は、県ホームページ

で「外来対応医療機関」を確認するか、電話

で健康づくり課へ（平日午前８時30分～午後

５時）。

　なお、検査や治療にかかる費用は原則自己

負担になります（９月末までは、新型コロナ

治療薬など一部公費助成が継続予定）。

回接種後に本市に転入した人、③これまでに

届いた接種券を未使用のまま紛失した人、④

接種券が届かない人は、市ホームページ掲載

の申請書を〒276-0042ゆりのき台2-10健康づ

くり課へ提出してください。

接種場所

■集団接種　▶会場　市保健センター（ゆり

のき台2-10）　▶実施日　土曜・日曜日（５

月13日㈯より開始）　▶使用するワクチン　

モデルナ社製　▶時間　午前９時30分～午後

０時30分、午後２時～５時。（最終予約枠：午

後４時30分～５時）※土曜日は午後のみ実施

■個別接種　個別接種を実施する医療機関は

市ホームページ上の「令和５年春開始コロナ

ワクチン個別接種可能な医療機関一覧」で掲

載しています。

予約方法（完全予約制）

⒈市の予約システムを利用して予約　市コー

ルセンター 0570-001-098へ電話または、Ｗ

ＥＢ申し込みフォームで予約。予約開始日は

５月10日㈬午前８時30分です。

⒉個別医療機関で直接予約　新型コロナワク

チン実施医療機関の一覧を市ホームページで

掲載しています。予約方法が直接予約の医療

機関のみの実施になるので、確認の上、予約

新型コロナウイルス感染症

５月８日㈪から何が変わるの？

新型コロナワクチン 接種費用無料

感染者や濃厚接触者の

行動制限はなくなります

　５月８日㈪以降、感染者及び濃厚接触者は

法律に基づく外出自粛は求められません。

　ただし、発症後５日間は感染性のウイルス

の排出量が多いため、外出を控えることが国

より推奨されています。感染が判明した場合

の出勤・出席は、所属する職場・学校にご確

認ください。

日常における感染対策・備えについて

　個人や事業者の判断に委ねることが基本と

なります。新型コロナウイルスの特性を踏ま

え、感染状況などに応じた、次の基本的感染対

策が引き続き効果的であるといわれていま

す。①場面に応じたマスクの着用（医療機関・

薬局・高齢者施設などに行くとき、混雑した電

車やバスへの乗車時など）、②適切な換気、③

手洗いなどの手指衛生、④「三つの密」の回避

　また、国が承認した検査キットや解熱鎮痛

薬を用意し、体調不良時に備えましょう。

してください。

⒊郵送で予約する　接種券同封のおまかせ郵

送予約申込書を郵送で提出してください。集

団接種会場で、接種日時を市が指定し予約し

ます。（指定日時の変更不可）

　▶当日の持ち物　①接種券一体型予診票、

②接種済証、③本人確認書類（被保険者証、

運転免許証など）

５～11歳の人への令和５年春開始接種

　５～11歳の人で基礎疾患などがある場合、

５月８日㈪から８月末までの期間でさらに１

回オミクロン株対応２価ワクチンが追加接種

可能です。接種を希望される人は、市ホーム

ページ掲載の申請書を〒276-0042ゆりのき台

2-10健康づくり課へ提出してください。

※上記以外の人でも、オミクロン株対応２価

ワクチン未接種の人はオミクロン株対応２価

ワクチンでの追加接種が８月末まで可能です。

令和５年秋開始接種

　令和５年春開始接種の対象ではない人に対

する追加接種は、５月７日㈰で一度終了しま

す。５年９月以降に初回接種（１・２回目接

種）を終了した５歳以上のすべての人を対象

に、コロナワクチン接種を再度実施する予定

です。詳細が分かり次第、広報やちよや市の

ホームページでお知らせします。

▲市ホームページ

［４ . 1 1 . 1 5］

市ホームページで資料などを公表しています お問い合わせ
　決算の概要、年度ごとの予算の概要や編成過程、各種分析資料などを市

ホームページで公表しています。

　一般・特別会計については、トップページから「市政情報」→「財政・

会計」へ、公営企業会計については、トップページから「八千代市上下水

道局」→「上水道（または下水道）」へ。

●一般・特別会計に関すること

　　財政課 （487）5112へ

●公営企業会計に関すること

　　上下水道局経営企画課 （483）6572へ

　公営企業会計は、経営に要する費用を料金などの事業収益で賄うもので、水道事業と公共

下水道事業が対象となります。内訳は、当該年度の経営活動に伴う収支である収益的収支と

施設の建設や改良などのための収支である資本的収支に分かれます。

水道事業会計

　資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額15億7,388万円は、損益勘定留保資金

などで補てんしました。

〔収支〕 　 　※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
46億1,236万円

(1.1％増)
37億6,346万円

(4.4％増)

資本的収支
14億3,470万円
(92.6％増)

30億858万円
(9.9％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
404億3,447万円

(1.7％増)
固定負債

130億7,089万円
(2.5％増)

流動資産
36億1,690万円
(12.2％増)

流動負債
10億4,973万円

(2.8％増)

繰延収益
100億9,025万円

(0.7％増)

負債合計
242億1,087万円

(1.7％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
169億7,095万円

(4.4％増)

剰 余 金
28億6,955万円

(1.1％減)

資本合計
198億4,050万円

(3.6％増)

資産合計
440億5,137万円

(2.5％増)
負債・資本
合　　 計

440億5,137万円
(2.5％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
400億3,420万円

(3.8％増)
固定負債

78億462万円
(7.1％増)

流動資産
20億9,948万円
(12.3％増)

流動負債
7億5,174万円
(2.1％減)

繰延収益
199億6,050万円

(5.1％増)

負債合計
285億1,686万円

(5.4％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
126億7,793万円

(1.8％増)

剰 余 金
9億3,889万円
(0.2％減)

資本合計
136億1,682万円

(1.7％増)

資産合計
421億3,368万円

(4.2％増)
負債・資本
合　　 計

421億3,368万円
(4.2％増)

公共下水道事業会計

　資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の

財源充当額4,565万円を除く。）が資本的支出

額に対して不足する額９億9,511万円は、損

益勘定留保資金などで補てんしました。

〔収支〕 ※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
37億3,972万円
(2.7％増)

34億5,624万円
(2.3％減)

資本的収支
23億6,107万円
(371.4％増)

33億1,053万円
(152.8％増)

公営企業会計八千代市財政運営の

基本的計画の取組状況

　近年の財政状況を踏まえ、平成28年２月に

策定した八千代市財政運営の基本的計画を３

年３月に改訂しました。10年度までの中長期

財政収支見通しを基に、健全な財政運営の推

進に向けた財政目標値を設定しています。

　３年度決算を終えての現状と、６年度の中

間目標値及び10年度の最終目標値は下の表の

とおりです。中長期財政収支見通しは、年２

回見直しと、市民への公表を行うほか、予算

編成の基礎資料などに活用しています。

特別会計

　市には、４つの特別会計があり、保険料や

使用料などの特定の収入がある事業ごとに会

計を設け、一般会計と分けて経理することで、

収支をはっきりさせているものです。

区　分
歳入

（対前年度比）
歳出

（対前年度比）

⑴国民健康

　保険事業

160億3,059万円

（2.5％増）

156億1,607万円

（1.5％増）

⑵介護保険

　事業

136億634万円

（4.5％増）

133億1,992万円

（4.9％増）

⑶墓地事業
4,216万円

（12.7％増）

4,206万円

（12.6％増）

⑷後期高齢者

　医療

26億7,832万円

（1.4％減）

26億6,434万円

（1.5％減）

合　計
323億5,741万円

（3.0％増）

316億4,239万円

（2.7％増）

〔財政運営の基本的計画における取組状況〕

財政指標
令和10年度末
最終目標値

令和６年度
中間目標値

令和３年度
決算値

経常

収支比率
93.0%以下 94.9%以下 92.2%

公債費

負担比率
13.0%以下 14.0%以下 13.0%

財政調整

基金残高

標準財政規模の
10.0%以上
（約33.6億円）

11.1%
（約40.9億円）

市債残高 400億円以下 450億円以下 約450億円

〔損益計算書〕

【収益の部】42億3,558万円

※税抜額

【費用の部】35億5,323万円

営業外収益（納付金など）7億5,955万円

〔損益計算書〕

【収益の部】34億7,660万円

※税抜額

営業収益（水道料金など）

34億7,603万円

営業収益（下水道使用料など）

26億2,791万円

【費用の部】33億2,017万円

営業費用（減価償却費、

受水費、委託料、動力費、

人件費など）33億6,974万円

営業費用（減価償却費、

流域下水道維持管理費負担金、

委託料、人件費など）31億8,426万円

営業外収益（長期前受金戻入など）7億6,546万円

特別利益（過年度損益修正益）8,323万円

営業外費用（支払利息など）1億8,349万円 営業外費用（支払利息など）1億3,591万円

純利益　6億8,235万円 純利益　1億5,643万円


